
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 
November 

 

発行／宮城県消費生活センター 

 

みやぎの消費生活情報 
Information on Consumer Affairs of MIYAGI 

 

I N D E X 

◆通信販売のトラブルにご注意ください！ 

 

 

 

◆「多重債務無料法律相談会」を開催します 

◆マイナンバー制度に便乗した不審電話などにご注意ください！！ 

 

 

 

 

月号 

第 68号 

号 

通信販売のトラブルにご注意ください！ 

わざわざお店に出向かなくても買い物ができる通信販売。テレビ、カタログ、インターネットな

ど様々な媒体があり、大変便利です。しかし、消費生活センターには、通信販売に関するトラブル

が多く寄せられています。下記の事例を確認して、トラブルにあわないようにしましょう。 

 

◎通信販売はクーリング・オフができません！返品できるかなど、返品特約をよく確認しましょう。 

◎大事なことは小さい字で書いてあることが多いです。「今だけ！」という言葉に惑わされず、

契約内容をよく確認してから注文しましょう！ 

◎インターネット通販の場合、前払いしか選択できないサイトは要注意です。また、前払いによる

トラブルの９割以上の振込先が「屋号を含まない個人名の口座」です。このようなサイトは利

用を控えた方が良いでしょう。併せて、会社概要に代表者・責任者の名前、 

住所、電話番号などの連絡先が記載されているかもよく確認しましょう。 

◎注文する前に少しでも疑問や不安があれば、お住まいの地域の消費生活相談 

窓口に相談しましょう！ 

★アドバイス★ 

 

●事例１● 

インターネットで見つけたサ

イトで防水スプレーを注文し、

前払いで代金を振り込んだ。し

かし、予定日を過ぎても商品が

届かないので、問合せメールを

送ったが返信がない。サイトの

会社概要をクリックしても表

示されなかったので、社名をイ

ンターネットで検索し、電話を

かけたらそのサイトと無関係

であることが判明した。 

●事例２● 

新聞広告で１万円のサプリ

が初回千円で購入できると

書いてあったので注文し

た。商品が届き、同封され

ていた書類を見ると、定期

購入になっていることが分

かった。広告にはそのよう

な記載はなかったと思う

が、すでに捨ててしまった

ため確認できない。 

●事例３● 

テレビ通販でマッサージ器

を注文した。テレビでは腰痛

に効果があると宣伝してい

たが、実際に使ってみるとさ

っぱり効果がない。返品した

いと申し出ると、「１度、開

封したり使用したものは返

品できない。」 

と言われ、受け付 

けてもらえなか 

った。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバー制度に便乗した不審電話などにご注意ください！！  

 

 

◎公的機関が、調査と称して電話や訪問で口座番号や保険の状況などといった個人情報を聞いた

り、個人情報の削除を持ちかけたりすることはありません！ 

◎「マイナンバーを貸して欲しい」といったような依頼は詐欺の手口です！このような電話を受けた

ら、すぐに電話を切るようにしましょう。 

◎悪質な詐欺業者は、最近話題になっているものを取り上げて電話をかけてくることが多いで

す。少しでも、不安を感じたら、マイナンバーの担当機関や消費生活センター、警察などに相談しま

しょう！ 

トラブルに遭わないためのポイント 

＜個人情報の管理や削除をうたう事例＞ 

「あなたの個人情報の漏えいが発見されている。マイナンバーの情報が漏えいすると大変なこ

とになるので、個人情報削除を希望する場合は記載の URL より申請するように。」といった

メールが届いたが、本当か。 
 

＜制度の手続きや調査をうたう事例＞ 

「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査している。」と言って、女性が来訪し、資

産や保険の契約状況などを聞かれた。 
 

＜寄付をうたう事例＞ 

国の相談窓口を名乗る人から電話でマイナンバーを教えられた。その後、「公的機関に寄付す

るため、マイナンバーを貸してほしい。」と男性から連絡があり、教えた。翌日、その寄付を

受けた公的機関を名乗る人から「マイナンバーを教えることは犯罪に当たる。記録の書き換え

にお金がかかる。」と、現金を要求され支払ってしまった。統計調査員を名乗る人が、調査関

係書類を回収にきたと、訪ねてきた。しかし、いつも来る調査員ではなかったので聞いてみる

と、代理で回収していると答えたため、提出してしまった。 

１０月からマイナンバー制度がスタートし、１０月２０日から１１月中旬にかけて番号の通知が

各家庭に発送されています。既にお手元に届いていた方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

しかし、残念なことにマイナンバー制度に便乗した不審な電話などが全国的 

に発生しています。中には、実際に現金をだまし取られたケースもあります。 

県消費生活センターにも、マイナンバー制度に便乗した架空請求メールに関する 

相談が寄せられました。 

新しい制度なので、分からないことも多いとは思いますが、相手の話をうのみにせず、 

少しでもおかしいと思ったら余計な話はせず、すぐに相談しましょう。 

＜不審な電話などを受けたら＞ 

宮城県消費生活センター 

０２２－２６１－５１６１ 

  平日：９時～１７時 

  土日：９時～１６時 

      祝日・年末年始はお休みです。 

※お住まいの地域の消費生活相談窓 

口でも受け付けています。 

＜マイナンバー制度に関する問合せ先＞ 

 内閣府 マイナンバー総合フリーダイヤル 

０１２０－９５－０１７８ 

平日：９時３０分～２２時 

土日祝日：９時３０分 

～１７時３０分 

１２月２９日～１月３日は 

お休みです。 



 

 

 

 
 

 

 

開催日 会場 定員 

１２月２日（水） 
県大崎合同庁舎 ８人 

県登米合同庁舎 ８人 

１２月３日（木） 
県石巻合同庁舎 １６人 

県気仙沼合同庁舎 ８人 

１２月４日（金） 
県大河原合同庁舎 １６人 

県栗原合同庁舎 ８人 

１２月５日（土） 県庁 ２４人 

１２月６日（日） 県庁 ２４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談会は午前９時３０分から午後４時３０分までです。（栗原会場のみ午後１時から） 

相談時間は一人当たり原則１時間３０分とします。（「心の健康相談」は別途） 

●相談会の流れ● 
 ①消費生活相談員による面談（３０分） 

 

 ②弁護士又は司法書士による法律相談（３０分） 

 

 ③消費生活相談員による事後相談など（３０分） 

 

☆希望する方は相談会の後に「心の健康相談」も受けられます。 

「多重債務無料法律相談会」を開催します 

 宮城県では、多重債務問題に対処するため、多重債務に関する無料法律相談会を開催します。 

「複数社から借入があり、今後の返済に困っている･･･。」、「収入の予定が狂ってしまい、住宅

ローンなどの返済ができない･･･。」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに御相談くだ

さい。相談は無料！弁護士や司法書士、消費生活相談員が相談に応じます。 

また、借金などが原因で、よく眠れないなど心の健康に不安を感じている方を対象に「心の健

康相談」も実施します。 

事前予約制です。お電話で事前予約をお願いします。 

●個人の方● 
 宮城県消費生活センター ☎０２２－２６１－５１６４ 

             予約受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

●事業者の方（１２月５日・６日）● 
 東北財務局金融監督第三課 ☎０２２－２６６－５７０３ 

              予約受付時間 午前９時～正午、午後１時～午後５時 

 

予約受付期間：平成２７年１１月９日（月）～２７日（金） 

※予約受付期間終了後も、定員に達していない場合は引き続き予約を受け付けます。 

１時間３０分 

事業者の方は県庁会場

（１２月５日・６日）

のみの受付になります 



発行／宮城県消費生活センター 

 

0570-031640 

宮城県消費生活センターのホームページから、本情報誌のバックナ

ンバーをご覧いただけます。 

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/miyaginojoho.html 


